
＜参考1＞　検定済証書と印（ラベル）について

検定に合格した融着機には、この様なラベルが貼付されます。
1.5cm x 5.0cm程度の小さくて特殊な樹脂製のシールです。

　検定に合格した融着機に対し
ては、右のような検定済証書を
発行いたします。
　検定によって性能が維持され
ていることが証明されたと同時
に、その時点に於ける性能の記
録でもあります。
　１枚しかありません。大切に
扱って下さい。必要に応じて施主
様に提示できるようにコピーを準
備しておくことをお薦めします。

検定に合格した融着機には、この様なラベルが貼付されます。
1.5cm x 5.0cm程度の小さくて特殊な樹脂製のシールです。

【ラベルの拡大】

【写真２ 剥がさないで下さい】

【写真１ 貼り付け場所】

表面には保護用の封印テープが
貼り付けられているため、剥がし
て再利用は出来ません。左の写
真では見えづらいのですが、ラベ
ル本体にも「開封済み」の文字が
出てしまいます。剥がさないよう
に注意して下さい。


